
チ

{T

r

∑
…

■
･
●

寸

　

　

　

　

　

　

一

丁

泰
築
第
八
十
七
号

]
･

｢ヽ

●

ノ

三
朝
町
立
社
会
体
育
率
短
の
投
資
及
び
管
理
に
的
す
る
発
例
の
　
l
部
改
正
に

一つ
S
て
-

-
I
 
J
L

次
の
と
お
少
三
朝
野
立
社
合
鍵
背
施
鞄
の
,
殻
韻
及
.
S
管
理
に
細
す
る
条
例
の
f
部
を
改
正
す
略
A
J

■1

､
と
打
つ
S
て
.
 
'
施
方
自
治
県
(
蘭
警
手
二
年
法
俸
第
六
十
七
号
)
療
九
十
六
条
鋸
-
項
の
規
定
把

し

ょ
女
､
事
績
含
め
議
決
を
或
め
る
｡

1昭
和
四
十
七
年
九
月
十
九
日

三

朝

町

長

､

領

　

出

　

離

　

己

溜
E
]
拾
七
完
月
廿
弐
日
原
棄
可
決三

朝
町
義
金
爵
長
痕
由
禎

ー　　　ヽ､

〟



r∴ :.∴∴⊥　｢

･五
l

L

を

手
鞠
町
条
例
7
第

.
三
繊
町
虚
社
萄
撫
育
始
故
の
改
塵
及
び
管
魂
嘩
鱒
す
る
条
例
申
T
部
ノ
を
改
正

i

す
る
条
例

三
朝
町
立
社
轟
体
育
施
投
の
設
鍵
及
び
管
理
に
髄
す
る
鏡
倒

号
)
　
の
)
.
琳
J
J
次
の
上
う
妃
改
正
す
る
｡

t

(
昭
和
四
十
四
年
三
朝
町
衆
倒
幕
I

l∵.
第
二
集
の
巽
中

野
党
ブ
～
ル

.･･

●

町
民
ブ
ー
ル

肘

､

射

三
耕
軽
大
字
葦
泉
五
百
十
番
地
.
_

初
/
町
大
字
T
.
 
･
.
i
,
 
I

樽
盲
九
♪
十
八
強
勉
の

義
朝
野
犬
草
本
鼻
五
首
十
童
無

手
朝
町
大
字
宍
償
宙
九
十
八
番
地
S
･
五

三
朝
野
兵
事
菅
田
大
富
七
十
七
帯
地
鑑
三

把
改
め
る
｡

こ
の
条
例
は
1
　
公
布
の
母
か
ら
施
行
し
1
､

昭
和
四
十
七
年
八
月
r
白
か
ら
適
用
す
る
｡

＼

I

.

:

･

　

ノ

†

･

1

J

 

l

)

●

菜


